
輸出販路開拓・拡⼤のため
越境ECに取り組んでみませんか?

中⼩企業の皆様が越境ECに取り組まれる場合

越境ECで成功するには?
 越境ECとは、⽶国Amazonや、中国阿⾥巴巴

など、対象国のインターネット通販サイトを
活⽤して輸出販売を⾏うこと。

 ⽐較的⼩さな経費でスタートできますが、も
ちろん、ECサイトに出店すれば必ず売れる、
という訳ではありません。

 成功するには、
・対象国の市場競合状況調査
・対象国の適切な通販サイトの選択
・合理的な物流の検討
・適切な価格設定
・効果的な動画・写真
・訴求⼒ある現地語の説明⽂
・通販サイト外でも現地語によるPR
など、様々な検討・⼯夫・準備が必要です。

 専⾨家による適切な⽀援サービスの活⽤が、
成功への早道です。

海外事業⽀援センター (OBAC) の越境EC⽀援サービス

 中⼩企業庁の「デジタルツール活⽤型」海外需要拡⼤事業補助⾦を受けられるかもしれません。
令和4年度(2022年)は、下記の内容でした。

 公募開始 5⽉中旬、公募締切 6⽉末、採択決定 9⽉中旬、事業実施 1⽉末完了
 補助対象者︓越境ECを積極的に取り⼊れたブランディング・プロモーション等の取り組みを⾏う

中⼩企業者等
 補助対象費︓専⾨家の費⽤・経費、通訳・翻訳費、広報費、マーケティング調査費等
 補助上限額︓200〜500万円以内 (補助率 3分の2)
 事務局が選定した⽀援パートナーから⽀援を受けることが要件

 海外事業⽀援センター(OBAC)は、JETROの新輸出⼤国パートナー業務を受託し、専⾨家を派遣してい
ます。中⼩企業庁「デジタルツール活⽤型」の⽀援パートナーにも選定されています。

 OBACには、海外駐在経験・実務経験の豊富な企業OBを中⼼に、東海地区最多の110⼈以上のアド
バイザーが所属しています。OBACは中⼩企業の皆様の海外展開を⽀援する専⾨家集団です。

 OBACには、現地在住のアドバイザーもいます。地元のアドバイザーと現地アドバイザーのチーム
ワークで、中⼩企業の皆様の越境ECへの取り組みを⽀援します。



 ⽀援先企業の業種・商品や対象国等を考慮の上、主担当アドバイザーを選定します。

 主担当アドバイザーは、⽀援先企業と⼗分に協議し、補助対象となる事業について、具体的な計画
を検討します。⽬的達成のために取り組む必要のある課題とその具体的な取組⽅法、取り組みの⽇
程を明確化し、事業計画書の⽴案・作成を⽀援します。

 必要により、書類作成に慣れたアドバイザーも協議に加わり、企業の応募書類作成を⽀援します。

海外事業⽀援センター (OBAC) の越境EC⽀援サービス

⼀般社団法⼈海外事業⽀援センター
⾦⼭事務所︓ 〒460-0022 名古屋市中区⾦⼭1-9-5 フォンティーヌ⾦⼭ 6D
TEL 052-700-0479 / FAX 052-308-3213
Eメール info@obac-nagoya.com / ウェブサイト http://obac-nagoya.com

まずはOBACにご相談ください
 中⼩企業庁の「デジタルツール活⽤型」海外需要拡⼤事業補助⾦、あるいは越境ECにご関⼼がおあ
りでしたら、まずはOBACにご相談ください。

中⼩企業庁の「デジタルツール活⽤型」海外需要拡⼤事業補助⾦
応募時

採択時
 応募時の主担当アドバイザーが、採択後も引き続き⽀援の中⼼となり、計画に従って、補助対象事

業を進めていきます。

 補助対象となる事業の具体的な課題によっては、必要に応じ、特定課題に精通したアドバイザーも
加わって、⽀援を⾏います。

 例えば、対象国での市場調査や、その商品に適したECサイトの選定、商品を広くプロモートするた
めのSNSの選定、さらには現地代理店候補とのマッチングなど、取り組む必要がある課題の内容に
応じ、現地アドバイザーも加わって⽀援を⾏います。

 訴求⼒のある現地語PR資料の作成については、必要に応じ、翻訳や通訳の⼿配の⽀援も⾏います。
⾃社ウェブサイトの現地語対応についても、必要があればIT専⾨家等の⽀援も⾏います。

 主担当アドバイザー中⼼となって、現地アドバイザーや個別課題の専⾨家も加わるチームで、企業
を⽀援します。

OBACだからこそできる⽀援を⾏います
 中⼩企業の海外展開を⽀援する専⾨家集団であるOBACだからこそできる⽀援を⾏います。

 その商品・その対象国に最も適した販売⽅法の推奨を⾏います。その商品に最も適切なPR資料の作
成を⽀援します。

 現地アドバイザーもいるOBACだからこそできる、対象国に関する情報提供を⾏います。


